
重要事項説明書（短期入所・介護予防短期入所療養介護サービス） 

 

 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービス提供にあたり、指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（厚生省令第 37 号）第 155 条の規定により準用

される第 125 条第 1 項、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（厚生労働省令第 35

号）第 195 条の規定により準用される第 133 条第 1 項）の規定により、当事業所が利用申込者

又はその家族に説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．事業者の概要 

事 業 者 の 名 称 備前市 

主たる事務所の所在地 備前市東片上１２６番地 

代 表 者 の 氏 名 備前市長 長 﨑 信 行 
電 話 番 号 ０８６９－６４－３３０１ 

 

２．ご利用施設 

施 設 の 名 称 備前市介護老人保健施設 備前さつき苑 

施 設 の 所 在 地 備前市伊部２２３１番地１ 

都道府県知事許可番号 ３３５１１８００２５ 

施 設 長 の 氏 名 苑長  光岡 晋太郎 

電 話 番 号 ０８６９－６３－９３００ 

フ ァ ク シ ミ リ 番 号 ０８６９－６３－９３０１ 

 

３．施設の目的と運営の方針 

施 設 の 目 的 

当施設は、当施設は、その利用者が可能な限りその居宅において自立し

た日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護

及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行います。 

運 営 の 方 針 

当施設は、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、

もって利用者の生活機能の維持又は向上及び利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を目指します。 

 

４．施設の概要 

  備前市介護老人保健施設「備前さつき苑」 

敷    地 ３,５５１.８５㎡ 

建 物 

構 造 鉄筋コンクリート 3 階建 

延 床 面 積 ３,９２５㎡ 

利 用 定 員 ８０名 

 



（１）居室 

居室の種類 室   数 面   積 １人あたり面積 

２ 人 部 屋 ４室  ９４.８㎡ １１.９㎡ 

４ 人 部 屋 １８室 ８７５.６㎡ １２.２㎡ 

（２）主な設備 

設備の種類 数 面  積 特   色 

療 養 室 
２階１１部屋 

３階１１部屋 
８７５.６㎡ 各部屋に便所、洗面所完備 

診 察 室 １階 １箇所 １２.０㎡ 
 

機 能 訓 練 室 １階 １箇所 １３４.０㎡ 
 

談 話 室 
２階 １箇所 

３階 １箇所 
３０.０㎡ 

 

食 堂 
２階 １箇所 

３階 １箇所 
２２４.０㎡ 

 

配 膳 室 
２階 １箇所 

３階 １箇所 
３８.０㎡ 

 

一 般 浴 室 

１階 １箇所 

２階 １箇所 

３階 １箇所 

８８.０㎡ 

 

特 別 浴 室 １階 １箇所 ３２.０㎡ 
 

ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾙ ｰ ﾑ １階 １箇所 ２１９.０㎡ 
 

洗 面 所 

１階 ６箇所 

２階１４箇所 

３階１４箇所 

療養室に含む 

 

便 所 

１階 ６箇所 

２階１４箇所 

３階１４箇所 

１５９.６㎡ 

 

サービスステーション 
２階 １箇所 

３階 １箇所 
９４.０㎡ 

 

洗濯室または洗濯場 
２階 １箇所 

３階 １箇所 
１９.６㎡ 

 



汚 物 処 理 室 
２階 １箇所 

３階 １箇所 
１７.６㎡ 

 

 

５．通常の送迎の実施地域 

  備前市、瀬戸内市、和気町、岡山市、赤磐市 

 

６．職員体制（職種、員数） 

(1) 管理者            1 人 

(2) 医師             1 人以上 

(3) 看護職員・介護職員      27 人以上（看護職員 2/7 程度、介護職員 5/7 程度） 

(4) 理学療法士・作業療法士    1 人以上 

(5) 栄養士（管理栄養士）     1 人以上 

(6) 支援相談員          1 人以上 

(7) 介護支援専門員        2 人以上 

(8) 事務職員            2 人以上 

 

７．居宅サービスの概要と利用料（法定代理受領を前提としています。） 

(１)  介護保険給付によるサービス 

(表示金額は、利用者負担分１割。2割、3割の場合は相応の額） 

サービスの種別 内       容 自己負担額 

医 療 ・ 看 護 

利用者の病状にあわせた医療・看護を

提供します。医師による診察は、毎週

定期的に行います。それ以外でも必要

がある場合には適宜診察しますので、

看護師等にお申し付けください。ただ

し、当施設では行えない処置（透析等）

や手術、その他病状が著しく変化した

場合の医療については他の医療機関で

の治療となります。 

◆施設サービス費（基本部分） 

要支援 1   672 円／日 

要支援 2    834 円／日 

要介護 1   902 円／日 

要介護 2    979 円／日 

要介護 3   1,044 円／日 

要介護 4   1,102 円／日 

要介護 5  1,161 円／日 

◆加算されるもの 

○個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 240 円/日 

(理学療法士等が、20分/日以上の個別

リハビリを行った場合に算定) 

○緊急短期入所受入加算    90 円/日 

○重度療養管理加算      120 円/日 

(要介護４又は５であって、別に厚生労 

機 能 訓 練 

理学療法士・作業療法士による機能訓

練を利用者の状況にあわせて行いま

す。 

排 泄 

自立排泄か、時間排泄か、おむつ使用

について利用者の状況にあわせて介助

いたします。 



入 浴 ・ 清 拭 

入浴日  週に 2回以上入浴します。 

入浴時間 9 時～16時 

清拭は、入浴日でも入浴しない方はタ

オルで身体をお拭きします。 

働大臣の定める状態であるものに対し 

て、医学的管理のもと、短期入所療養 

介護を行った場合に算定) 

○在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

51 円/日 

○送迎加算           184 円／片道 

(送迎を行う場合に算定) 

○総合医学管理加算     275 円/日 

(利用中 10日を限度) 

○口腔連携強化加算     50 円/回 

(月１回を限度) 

○療養食加算          8 円/回 

(医師の指示により、適切な栄養量及び

内容の療養食を提供した場合に算定。1

日に 3回を限度)) 

○認知症専門ケア加算(Ⅰ)   3 円/日 

○緊急時施設療養費     518 円/日 

(緊急時の特定治療に対し算定) 

○生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 

10 円/月 

○サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

22 円/日 

(介護職員の内、介護福祉士が 80%以上) 

○介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 介護

報酬総額の 5.4％×１割/月 

○生産性向上推進体制加算（Ⅱ）10 円/

月 

口 腔 ケ ア 
ご自分で口腔ケアが出来ない方に、口

腔ケアのお手伝いをします。 

離 床 
寝たきり防止のため、毎日の離床のお

手伝いをします。 

着 替 え 毎朝夕の着替えのお手伝いをします。 

整 容 身の回りのお手伝いをします。 

シ ー ツ 交 換 シーツ交換は週１回行います。 

  

洗 濯 原則としてご家族にお願いします。 

娯 楽 等 

当施設では、レクリエーションや、ボ

ランティアのご協力で季節行事などを

行っています。 

介 護 相 談 
利用者とその家族からの相談に応じま

す。 

 

（２）介護保険給付外サービス 

サービスの種別 内      容 自己負担額 

食 事 

食事時間 

朝 食   7 時 30 分～ 8時頃まで 

昼 食  11 時 30 分～ 12 時頃まで 

夕 食   5 時 30 分～ 6時頃まで 

食事場所 

できるだけ離床して食堂でお食べく

ださい。献立表は、食堂、廊下に掲示

してあります。 

食べられないものやアレルギーがあ

食事代及び滞在費 

（負担限度額認定の状況により異なる） 

朝食  395 円/食    

昼食  525 円/食    

夕食  525 円/食 食費計 1,445 円/日 

経管栄養 1,445 円/日 

おやつ 150 円/回      

居住費 437 円/日    

※介護保険負担限度額認定者の場合、 



る方は事前にご相談ください。お茶ま

たは白湯の給湯は、食堂に備えてあり

ます。 

１日当りの費用上限は、上記の金額にかか

わらず以下のとおりです。（この利用には、

事前に住所地の市町村へ申請の上、苑への

証の提示が必要となります。） 

      食 費   滞在費 

１段階   300 円/日       0 円/日 

２段階     600 円/日     430 円/日 

３段階(1)1,000 円/日     430 円/日 

３段階(2)1,360 円/日   430 円/日 

散 髪 

毎週木曜日に、外部業者に委託し散髪

を行いますので、ご希望者は事務所に

申込下さい。 

申込の際、実費 2,000 円を事務所にお支払

い下さい。 

レクリエーショ

ン行事 

レクリエーションや定期的行事等、毎

月実施しております。 

実費相当額をご負担いただくものもあり

ます。 

日 常 生 活 ･ 

教養娯楽費 

日常生活費： 

日常生活上における身の回りの

環境面と身体清拭、清潔保持等に

関する必要な費用です。 

教養娯楽費： 

各種クラブ活動や行事の材料等

の費用です。 

当施設で用意するものをご希望によりご

利用いただく場合に実費相当額をお支払

いいただきます。 

特 別 な 居 室 2 人部屋をご用意しております。 

実費相当額をご負担いただきます。 

1 日あたり 500 円(別途消費税)お支払いた

だきます。 

★医療費について 

  当施設の医師で対応できる医療・看護につきましては介護保険給付サービスに含まれてお

りますが、当施設で対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に対する医療につきまし

ては他の医療機関による往診や入通院により対応し、医療保険適用により別途自己負担をし

ていただくことになります。 

 

８．苦情等申立窓口 

  当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、当施設ご利用相

談室（窓口担当者 大原看護師長、電話 0869-93-9300 対応時間：月曜日から金曜日、午前

8時 30 分から午後 5時まで）、備前市役所介護福祉課介護保険係（0869-64-1828）、瀬戸内市

役所いきいき長寿課介護保険係（0869-26-5926）、岡山県国民健康保険団体連合会介護保険課

（介護サービス苦情処理）（086-223-8811）までお気軽にご相談ください。また、ご意見箱で

の受付も致しておりますのでと利用ください。責任をもって調査、改善をさせていただきま

す。 

 



９．協力医療機関 

医 療 機 関 の 名 称 備前市国民健康保険市立備前病院 

院 長 名 院長  光岡 晋太郎 

所 在 地 備前市伊部２２４５番地 

電 話 番 号 ０８６９－６４－３３８５ 

診 察 料 

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、外科、

皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、リハビリテーション科、放射線

科、麻酔科、婦人科、整形外科 

入 院 設 備 ９０床 

 

１０．協力歯科医療機関 

医 療 機 関 の 名 称 堀歯科医院 

院 長 名 堀 重善 

所 在 地 備前市西片上２５番地 

電 話 番 号 ０８６９－６４－２５３８ 
 

医 療 機 関 の 名 称 医療法人 優心会 山陽大塚歯科医院 

院 長 名 井上 弘志 

所 在 地 岡山市東区瀬戸町笠岡１２８４ 

電 話 番 号 ０８６－９５２－３８８８ 

 

１１．非常災害時の対策 

災 害 時 の 対 応 
別途定める「介護老人保健施設備前さつき苑消防計画」にのっとり対

応いたします。 

協 力 関 係 東備消防組合と連携を密にし、非常時の相互の応援を約束しています。 

平 常 時 の 訓 練 
別途定める「介護老人保健施設備前さつき苑消防計画」にのっとり、

年 2回夜間及び昼間を想定した避難訓練を実施します。 

防 災 設 備 

スプリンクラー、避難階段、自動火災報知器、誘導灯、ガス漏れ報知

器、防火扉屋内消火栓、非常通報装置、非常用電源等設置 

カーテン布団等は、防火性能のあるものを使用しております。 

消 防 計 画 等 
東備消防組合への届出日 令和 7年 4月 1日 

防火管理者 谷全 圭一  

 

１２．利用者の緊急時の対応 

  当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医

療機関又は協力医療歯科での診療を依頼することがあります。また、利用者の心身の状態が

急変した場合、当施設は、利用者又はその家族が指定する者に対し緊急に連絡する等必要な

処置を講じます。 

 



１３．事故発生時の対応 

  サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に必要な措置を講じます。

また、施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療

機関又は協力医療歯科での診療を依頼し、利用者又はその家族が指定する者、居宅介護支援

事業者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡するとともに事故の再発防止に

努めます。 

 

１４．当施設ご利用の際にご留意いただく事項 

 

１５．在宅療養者の緊急時の対応 

  在宅で療養を行っている要介護者の緊急時には、当施設をご利用いただけます。詳しい  

利用条件などはご相談ください。 

（令和 7年 12 月 1 日現在のものです） 

来 訪 ・ 面 会 

午前 9 時から午後 8 時までとしております。ただし、金品や食べ物の

持ち込みはご遠慮ください。また、面会簿をサービスステーションに

設置しておりますので、ご記入下さい。 

外 出 ・ 外 泊 
施設に届出書を提出していただき、ご家族の責任において外出・外泊

を行っていただきます。 

居室・設備・器具の

利 用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。 

喫 煙 ・ 飲 酒 
施設内は、すべて禁煙となっております。 

飲酒はお断りしております。（場合により認める場合もあります。） 

迷 惑 行 為 等 
騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみ

に他の利用者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

所 持 品 の 管 理 
所持品にはお名前をご記入下さい。また貴重品はお持ちにならないで

下さい。 

現 金 等 の 管 理 現金等の管理はいたしません。 

宗教活動・政治活動 施設内での他の利用者に執拗な宗教及び政治活動はご遠慮下さい。 

動 物 飼 育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 


